
◎議 長（菅 野 修 一 議員）

皆さん、おはようございます。

出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。

本日の会議は、議事日程第12号によって進めます。

まず、議案の審議を行います。

この際、お諮りいたします。日程第１、議第64号

「令和６年度尾花沢市一般会計補正予算（第９号）」

から、日程第９、議第72号「尾花沢市教育長の任命に

ついて」までの９案件の審議については、会議規則第

37条第３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、９案件の審議につ

いては、委員会付託を省略することに決しました。

まず、日程第１、議第64号「令和６年度尾花沢市一

般会計補正予算（第９号）」を議題といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第64号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第64号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第２、議第65号「令和６年度尾花沢市国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）」を議題とい

たします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第65号を採決いたします。本案を原案

のとおりに決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第65号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第３、議第66号「令和６年度尾花沢市介

護保険特別会計補正予算（第２号）」を議題といたし

ます。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第66号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第66号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第４、議第67号「令和６年度尾花沢市後

期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第67号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第67号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第５、議第68号「令和６年度尾花沢市簡

易水道事業会計補正予算（第３号）」を議題といたし

ます。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第68号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第68号は、原案

のとおり決しました。
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次に、日程第６、議第69号「令和６年度尾花沢市農

業集落排水事業会計補正予算（第２号）」を議題とい

たします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第69号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第69号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第７、議第70号「尾花沢市地域包括支援

センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について」を議題

といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第70号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第70号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第８、議第71号「尾花沢市名誉市民の称

号を贈ることについて」を議題といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第71号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第71号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第９、議第72号「尾花沢市教育長の任命

について」を議題といたします。

この際、お諮りいたします。本件は人事案件であり

ますので、先例により、質疑、討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略

し、直ちに採決することに決しました。

本案の採決は、無記名投票をもって行います。

議場の閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ただ今の出席議員は、議長を除いて13名であります。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

投票用紙の配付もれは、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

配付もれ、なしと認めます。投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

異常なしと認めます。

この際、念のため申し上げます。投票は、無記名投

票であります。本案を可とする議員は白票を、本案を

否とする議員は青票を、赤い封筒に入れまして、点呼

に応じて順次投票を願います。

なお、投票用紙を、投票しない場合、また投票用紙

の白票、青票、両方を同時に投票した場合は、賛否を

明らかにしないので、否とするものとみなします。

これより、事務局長に点呼を命じます。

◎事務局長（菅 原 幸 雄 君）

ただ今より点呼を行いますが、点呼の前に、私から

投票方法について再度ご説明申し上げます。

ただ今、お手元に配付いたしたものは、白票１票、

青票１票と、票を入れる小さい赤い封筒１枚でありま

すので、ご確認願います。

投票の方法は、私から議席番号順にお名前をお呼び

いたしますので、呼ばれた方は、投票しようとする票

を小さい赤い封筒に入れ、そのまま投票箱に投票願い

ます。

投票しない票は、封筒に入れたまま、机の上に置い

てください。投票終了後に回収いたします。
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なお、重ねて申し上げます。議案に賛成の方、即ち

同意することに賛成の方は、白い色の票を投票してく

ださい。議案に反対の方、即ち同意することに反対の

方は、青い色の票を投票してください。賛否を明らか

にしない投票は、否とみなしますので、ご注意願いま

す。即ち投票用紙を投票しない場合、また投票用紙の

白票、青票、両方を同時に投票した場合は、賛否を明

らかにしないので、否とするものとみなします。

これより点呼を行います。１番 青野隆一議員。２

番 伊藤浩議員。３番 鈴木由美子議員。４番 土屋

範晃議員。５番 鈴木清議員。６番 菅藤昌己議員。

７番 畑中和恵議員。８番 髙橋隆雄議員。９番 安

井一義議員。10番 菅野喜昭議員。11番 和田哲議員。

12番 星川薫議員。13番 大類好彦議員。以上で、点

呼を終わります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

投票もれはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

投票もれ、なしと認めます。投票を終了いたします。

残りの投票用紙を回収いたします。

〔投票用紙回収〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

議場の閉鎖を解きます。

〔議場開鎖〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

これより、開票を行います。会議規則第31条の第２

項の規定により、開票立会人に１番 青野隆一議員、

６番 菅藤昌己議員、７番 畑中和恵議員、以上の３

名を指名いたします。

開票を命じます。開票立会人の立会いを願います。

〔開票〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

開票の結果を報告いたします。投票総数13票。これ

は先ほどの議長を除いた議員数に符合しております。

したがって全ての有効投票であります。そのうち、本

案を可とするもの白票13票、本案を否とするもの青票

０票、以上のとおり賛成が多数であります。賛成が全

員賛成という結果でございます。よって、本案は、こ

れを同意することに決しました。

この際、申し上げます。皆様方のタブレットに掲載

しておりますが、市長及び総務文教常任委員長より

「令和６年度尾花沢市一般会計補正予算（第10号）」

から「国民の尊厳を守るために早急に日米地位協定の

抜本的改定を求める意見書の提出について」までの５

件の議案が提出されております。

お諮りいたします。これら５件の議案を、日程第10

から日程第14とし、本日の議事日程に追加いたしたい

と思います。これに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、本議案は、本日の

議事日程に追加することに決しました。

これより、追加議案の上程を行います。

日程第10、議第73号「令和６年度尾花沢市一般会計

補正予算（第10号）」から日程第14、議会案第３号

「国民の尊厳を守るために早急に日米地位協定の抜本

的改定を求める意見書の提出について」までの５案件

を一括上程いたします。

この際、市長より提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

本定例会に追加提案いたしました予算議案の概要に

ついて、ご説明申し上げます。

議第73号「令和６年度尾花沢市一般会計補正予算

（第10号）」についてですが、債務負担行為を追加す

るものであります。第１表、債務負担行為補正ですが、

仮称、尾花沢市統合小学校建築工事について、事業の

円滑な実施に資するため追加をお願いするものであり

ます。

次に一般議案についてですが、議第74号「尾花沢市

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」ですが、特別職の職員に対して支

給する期末手当の支給割合を改定するため提案するも

のです。

議第75号「尾花沢市一般職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」ですが、山

形県人事委員会勧告に準じ、一般職の職員の給与を改

定するため提案するものであります。

議第76号「令和６年度尾花沢市統合小学校建設用地

造成工事請負変更契約の締結について」ですが、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第２条の規定により提案するものです。

以上が、今定例会に追加提案いたしました議案の概

要でありますが、審議の過程において、必要に応じて

関係課長から説明いたさせますので、本件につきまし

ても慎重なるご審議の上、原案のとおりご可決くださ

いますようお願い申し上げ、説明を終わります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

次に、「国民の尊厳を守るために早急に日米地位協
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定の抜本的改定を求める意見書の提出について」提案

者である総務文教常任委員長より、提案理由の説明を

求めます。総務文教常任委員長。

〔総務文教常任委員長 和田 哲 議員 登壇〕

◎総務文教常任委員長（和 田 哲 議員）

議会案を提出するにあたり、提案理由の説明を申し

上げます。

議会案第３号「国民の尊厳を守るために早急に日米

地位協定の抜本的改定を求める意見書の提出につい

て」の説明を申し上げます。

本案は、令和６年請願第３号の採択を受け提案する

ものであります。在沖米軍米兵による16歳未満の少女

に対する誘拐性暴力事件が、昨年発生していたことが、

今年６月に報道で明らかにされました。米軍関係者の

性暴力事件は、その後も沖縄で発生していたことが分

かっています。事件や事故のたびに、国民の尊厳と安

全を守るべき国は、綱紀粛正と再発防止を言ってきま

したが、対策に実効性がなく、事態は改善されないま

まであります。

以上のことから、本案件については、日米地位協定

を対等な関係の協定とするため、抜本的改定に向けた

議論を早急に進められるよう、地方自治法第99条の規

定により、国に対し意見書を提出するものであります。

以上、本案件に対し、何とぞ、議員各位のご賛同を

お願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

続いて、議案の審議を行います。

この際、お諮りいたします。日程第15、議第73号

「令和６年度尾花沢市一般会計補正予算（第10号）」

から日程第19、議会案第３号「国民の尊厳を守るため

に早急に日米地位協定の抜本的改定を求める意見書の

提出について」までの５案件の審議については、会議

規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略い

たしたいと思います。これに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、５案件の審議につ

いては、委員会付託を省略することに決しました。

まず、日程第15、議第73号「令和６年度尾花沢市一

般会計補正予算（第10号）」を議題といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。青

野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

先の総務文教常任委員会におきまして、校舎棟、交

流棟、体育館棟の建築が同時に進行することから、現

場が大変煩雑になるため、プール、付属棟の工期を令

和９年度まで延長するという説明がございました。当

初の予定どおり令和８年度中に完成するということは

困難という判断なのでしょうか、お伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

統合小学校建設室長。

◎統合小学校建設室長（岸 栄 樹 君）

お答えさせていただきます。工期の設定につきまし

ては、大きく３点考えさせていただいたところであり

ます。

今議員仰ったとおり、校舎棟、交流棟、体育館棟の

建築が同時に進行するため、現場が大変混雑になるた

めに、工程管理をしやすい期間を確保したいこと。あ

ともう１点が、除雪作業による工期、工事の遅延を避

けたいこと。あと３点目が、最終的な仕上げ、プール

の仕上げが冬期間にかかる当初の計画でありましたの

で、春作業にすることによって、仕上げによる品質の

劣化を避けたいということで、９年度まで工期のほう

は延長をさせていただきたいということでございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

令和９年の４月には、できたての新校舎に市内全域

から夢と希望を持って、全児童が通うということにな

ります。その子どもたちが、真新しい環境で、そして

落ち着いて学習ができるというふうになるためには、

一定程度の期間がかかるんじゃないかというふうに私

は考えております。そのためにも、入学早々の３ヵ月

間、工事の騒音が響くようなことは、極力避けなけれ

ばならないというふうに考えますが、教育長のお考え

をお聞きいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

今の件に関しましてですね、極力やはり騒音等が出

ないように努めていきたいとはまいりますが、今担当

課長のほうから説明がございましたとおり、事情によ

りまして、どうしても延ばしたほうがいいのではない

かというふうなことを考えております。騒音に関しま

しても、極力、防音幕などを張るとか、そういうこと

を講じまして、なるべくないようにしていきたいとい

うふうに思っております。しかし工事の延長に関して

は、今言った理由で、理由によりまして、少し延長を

するというふうなことをご理解いただきたいというふ

うに思っております。以上でございます。
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◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

ただ今説明ありましたけれども、必ずしも延長あり

きということではないというふうなニュアンスで私も

捉えさせていただきました。やはりですね、工事のス

ケジュールが優先されるのではなくて、何よりも、子

どもが最優先されなければならないというふうに思っ

ております。まずは、平成８年度中の完成に全力を傾

注をしていただいて、落ち着いた環境で開校できるよ

う最大限努力すべきと考えます。

また、このたび常任委員会のほうに、この案件が図

られましたけれども、常任委員会は議決機関でありま

した。追認機関でもあるかのような今回の提案の仕方

については、議会の軽視あるいは二元代表制を、根幹

を揺るがすもので、猛省を促すものであります。した

がいまして、議会との信頼関係を強く求めるとともに、

現段階の工期延長については、再考されるよう求める

ものであります。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

ただ今、本当に青野議員言われたことに関しまして

は、そのように取られても仕方ないところがございま

すが、またこのたびの延長に関しましては、今まで２

年しか認められなかった債務負担行為が、皆様方のご

協力によりまして３年まで延長されることになりまし

た。そういうこともありまして、工事の日程もござい

ますが、それと合わせて３年にできないのかというふ

うに考えたわけでございます。ぜひその件もですね、

ご理解いただき、ご再考いただきたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

そのほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第73号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議がありますので、議第73号を起立により採決

いたします。

本案を原案のとおり決するに、賛成の議員の起立を

求めます。

〔起立多数〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

着席願います。起立多数であります。よって、議第

73号は、原案のとおり決しました。

次に、日程第16、議第74号「尾花沢市特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を議題といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第74号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第74号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第17、議第75号「尾花沢市一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を議題といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議第75号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議第75号は、原案

のとおり決しました。

次に、日程第18、議第76号「令和６年度尾花沢市統

合小学校建設用地造成工事請負変更契約の締結につい

て」を議題といたします。

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。大

類議員。

◎13番（大 類 好 彦 議員）

13番大類です。議第76号「尾花沢市統合小学校建設

用地造成工事請負変更契約の締結について」議会の議

決を求めるものでありますが、結論から申し上げれば、

令和・公明クラブとして、これまでの当局の説明に対
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し、市民への説明責任が果たせないことから、市民の

補正予算議案に賛成はいたしかねるという立場でござ

います。議会の軽視も甚だしいと言わざるを得ません。

まず第１に、盛土材の土質検査、土の検査について、

結果が不適正と判明した６月中旬ごろと聞いておりま

す。その時、不足説明であり、その不足する約１億円

の土、砂利などを購入しなければならない時点におい

て議会に報告し、そして９月の定例会に補正予算とし

て上程を図るべきだったのではないかと考えます。な

ぜ、工期を過ぎた12月定例会、それも追加議案として

上程された真偽のほどを質したい。時系列で説明を求

めます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

当初、工事に関しましては、国土交通省の流用土を

全部使うという予定でございました。しかし、それが

ですね、途中で一部が使えないというふうなことにな

ったのもですね、ここで申し上げますと、すいません

４月に実施して、そのあとさらに７月の初めには、そ

ういう使えないのではないかというふうなことになっ

たわけでございますが、その時点では、まだどれくら

い使えないのかとか、あるいは、どこからでは、その

代わりの土を準備したらよろしいのかというふうなこ

ともございまして、こちらのほうでも、さまざまな検

討を実施しておったわけでございます。

その盛土材に関しまして、最終的にですね、結果が

出ましたのが、これも７月の末ころになります。その

結果ですね、本来であれば、すぐにその件を議会等、

あるいは関係者に申し上げなければならなかったとこ

ろではございますが、今までの慣例等で、協議書とい

うものを使って工事を進めておったということでござ

います。協議書に関しましては、それによって、協議

した内容に関しまして、それでは具体的にどうしたら

よろしいのかということを、こちらから指示申し上げ

るわけでございますが、そういうやり取りの中で、ど

う進めていくのかということが決定されていくという

ふうなところでございます。その時点では、まだどれ

ぐらいの土量が必要なのか。あるいは、どのようなと

ころから手配するのか。そういうところも決まってお

りませんでしたので、その後、もっと別に使えるその

流用土はないのか。あるいは、それに代わる方法はな

いのかというふうなことの検討を行っておったわけで

ございます。

その結果ですね、やはり流用土は、国土交通省から

いただく流用土は使えないというふうな結論にいたっ

たということと、それから７月25日にも、25日に、皆

さんもご存知のとおり、豪雨がございまして、そして

盛土そのものに関しましても、さまざまな状況の変化

が生じてきたわけです。

そのようなこともございまして、なかなかその流用

土が使えないという結果に対しまして、使えなくなっ

たという結果に関しまして、どのような形で対応して

いくのか。そういうことに思案しておったわけでござ

います。そして、その後、そこに関しましては、当初

考えておった流用土の利用に関しましては、やはり無

理だというふうな結論になりまして、そしてその後、

要するに購入土に変更になることになるわけです。こ

れにつきましては、８月１日に、こちらからそういう

ものが手配、手配するようにというふうなものの指示

書をお送りしたわけですが、今申し上げましたとおり、

慣例でございますと、協議書に基づいてこちらが指示

をして、それで工事を進めてもらうというふうなこと

を行っているというふうなことで、その慣例にしたが

いまして進めたというところでございます。

これに関しましては、今まで報告するとか、あるい

は関係者の合意を得るとか、そういうことは出されず

に今までやってこられた、いうふうな経緯があるよう

でございますので、それにしたがって行ったというこ

とになります。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

大類議員。

◎13番（大 類 好 彦 議員）

やはり７月、６月の時点で、まず決定事項ではなく

ても、今こういう問題があるということを、総務文教

委員会のほうに報告しなくてはいけなかったのかなと

考えます。６月からの、今年６月からの総務文教委員

会は、６月３日、６月18日、７月30日、８月22日、９

月６日、11月６日、そして今回本会議中に12月２日と、

７回、月１回ペース、それ以上に開催されております。

その都度、決定事項だけではなく、経過事項、今こう

いうふうに学校の工事の進行がしている、こういう問

題がある、問題なく順調に進んでいる、そういうこと

を毎回総務文教委員会に出て、報告していくべきだと

考えますが、いかがですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

その点に関しましては、まさしく大類議員の言われ

るとおりであるというふうに考えております。この協
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議書、指示書にしたがってやると、その工事を進める

というのは、今までもずっとやられてきた慣例のよう

でございますので、それにしたがって進めたというと

ころがございます。本来であれば、大類議員の言われ

るとおり、中間中間で、やはりどういう状況かをお伝

えすべきであったというふうには思います。その辺は

今後、どのようにこの辺をあらためたらよろしいのか、

そういうことをやはりしっかりと検討、再検討してい

くべきであるというふうに思ってはおります。以上で

ございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

大類議員。

◎13番（大 類 好 彦 議員）

今回のことは、報告、連絡、相談、そういうものを、

いわゆる報連相がなかったというふうに考えておりま

す。そして、事務が「あとから報告すればいいや」

「あとですれば、直せばいいや」という怠慢性が垣間

見える事案でございます。どうぞ緊張感を持った事務

の執行を求めて、私の質疑といたします。またほかの

議員からたくさん質疑があると思いますので、誠意あ

る対応をお願いして終わります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

そのほか、ございませんか。鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

私からもまだご説明で足りない分、質問いたしたい

と思います。昨日なんですけれども、令和６年度の尾

花沢市統合小学校建設用地造成工事流用土の土質検査

の結果の資料をいただきました。土質試験の実施者は、

国土交通省新庄河川国道事務所というふうにありまし

たので、そちら分かりましたけれども、その試験がい

つ実施されたか。その試験のした日というのが、日付

がなかったものですので、そちらのほう、いつそれぞ

れの地域で溜めてあった土砂の試験日はいつだったの

か、ご説明お願いしたいと思います。

合わせまして、先日の総務文教委員会の中で、傍聴

させていただいて、いろいろご説明されてた中でなん

ですけれども、土の量は十分な量があるということで、

冬の段階、おそらく昨年の冬ということを仰ってるん

だと思いますけれども、冬の段階で一度協議されてい

る中で、国土交通省のほうから、「十分な量がありま

すよ」というふうに回答をいただいたということであ

りましたけれども、その時に実際、そういった具体的

なお話し合いをされたのは、いつだったのか。具体的

な日にちも教えていただければと思います。

それと、その時に、その土という、盛土を学校建設

用地造成工事に４万立米使いたい、必要だというお話

はされたのでしょうか。以上の点、ご説明をお願いい

たします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

国土交通省からの流用土が使えるという情報を得ま

したのは、令和６年の２月でございます。その時、そ

れが使えれば大変工事費も節約できるというふうなこ

とで、話をその方向で実施していきたいというふうに

なったわけでございます。そして、４月の15日に国土

交通省の新庄河川事務所と掘削土受け入れに関する打

ち合わせをさせていただきました。それを入れまして、

そして再度、その設計内容について検討させていただ

きました。その後、このたびですね、12月５日に請負

業者さんのほうから、請負業者の受け入れの土量と、

それからその土量が正しいかどうかを確認するために、

国土交通省から12月５日に、その検査の結果をいただ

いております。検査の実施日については、それはあり

ませんでしたということです。それにしたがいまして、

受け入れた流用土と、それから国土交通省から出た土

量が一致するかということを確認させていただきまし

た。そのような状況になっております。以上でござい

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

もう一度お尋ねしますけれども、最初にその土、掘

削土が使えますよというふうにお話になった時点で、

４万立米ほど使う予定なんだというお話はされたんで

しょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

４月の15日に打ち合わせをした時に、受け入れ数量

につきましては、話をしております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

よろしいですか。そのほか、ございませんか。鈴木

清議員。

◎５番（鈴 木 清 議員）

私は総務文教常任委員会の傍聴をさせていただいて、

したんですけれども、全く時系列が分かりませんでし

た。それで今、いろいろな方の質問でも出ていると思

いますが、総務文教常任委員会の議事録について確か

めていきますと、12月の当初予算では、満額の予算を

令和6年12月10日本会議



取ったと。国土交通省からいただける話はなかったと

いうことだったんです。そのあと、建設課を通して、

国土交通省から用意できる土地がありますという報告

があったというふうに説明がありましたが、それはい

つなのか。お尋ねしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

それにつきましては、２月に建設課を通じてですね、

そういう情報が入ったいうことでございます。以上で

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木清議員。

◎５番（鈴 木 清 議員）

２月ということで、それから一部使えない、先ほど

の教育長の答弁では、一部使えないのが４月、それか

ら７月初めにも使えないかが分かったとありましたけ

れども、数量の、どれだけ必要かの数量の確定が11月

下旬までかかったというのが、私ちょっと不思議な感

じがするんです。その間、８、９、10と、だいぶ時間

あるのに、なぜそんなに算定に時間がかかったか。ご

説明お願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

その間、請負業者が工事を進めていったわけでござ

いますが、11月の28日に請負業者のほうから報告があ

ったということで、そこまで延びてしまったというこ

とでございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木清議員。

◎５番（鈴 木 清 議員）

もう１つ質問したいのは、工期の延長で12月20日と

なっておりますが、今日は10日です。あと10日の間、

土を買って工事をするのが間に合うのかどうか。残り

１億2,000万円残っているとは言いますが、これから

大雪が降れば、10日間で間に合うのかどうか、それを

心配しておりますが、それはどういうふうに考えてお

りますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

先ほど大類議員の時に答弁いたしましたが、今まで

尾花沢市の進め方としましては、協議書に基づいて指

示書を出して進めるということを長年やってきたとい

うことです。ですから、この協議書にしたがって進め

てきておりますので、工事に関しましては、何とか12

月20日まで間に合わせたいというふうに思ってるわけ

です。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

そのほか、菅藤議員。

◎６番（菅 藤 昌 己 議員）

今回のいろいろお話を聞いていまして、基本的に教

育長が答弁なされております。今回のいろんな予算の

執行権、編成権、事業の建物建てる際の執行権なんで

すけれども、教育長にあるのかどうか。基本的には市

長にあるんじゃないかと思っております。その答弁、

ずっと教育長なさってますけれども、それはそれとし

て、１番詳しいから答弁なされていのるかなと思うん

ですけれども、それでいいのかなと非常に疑問に思っ

ているところです。まずあの当時の指示書、あと協議

書でもって、この膨大な量を追加で購入することを決

めたと。それはその購入の指示書、協議書ですけれど

も、それはどこまで決裁を受けたんでしょうか。まず、

それをお聞きます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

冒頭、ちょっと私のほうから、市長がなんだか全く

関わっていないというようなお話でありましたが、最

終的な決裁権は私にあります。しかしながら、細部の

内容につきましては、やはり皆さん方に時系列の内容

とか、日時の話については、なかなか私、全て網羅し

ているわけではございませんので、ただトータルの部

分、もちろん責任は私が持ってるわけですんで、決し

て私は逃げも隠れもいたしません。

１つそうしますと、１点私のほうからご説明を申し

上げますが、先ほど来、協議書、慣例に基づく協議書

というようなお話もありました。従来、そういうこと

が行われたとすれば、そういう重大な事案にかかるも

のまでが、そういう案件に含まれるかという部分につ

いては、私もいささか疑問を持っております。したが

いまして、そういうところはしっかり見直しをし、皆

さん方から今お話のあったとおり、重大な変更等が生

じる恐れがあるものについても、早めにですね、皆さ

ん方にご説明する必要はあるというふうに私も認識し

ておりますし、今後そういう部分についてはしっかり

見直しをして、そういうことのないように。ただし、

今、事案につきましては、やはり非常に事業が錯綜し

ている中、そしてまた、相手方、事業者、設計をやら
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れている方、そして今造成を請け負われている工事、

企業の方々、その３者で、さまざまなことを調整して

いく中で、今回そういう慣例を重視してみたり、意思

疎通がうまくいってなかったり、そういうものが発生

してしまったというようなことであります。したがい

まして、皆様方にご報告、もちろん議決いただく部分

が遅れたことについては、本当に私も申しわけござい

ませんでしたという部分は、大いに思っているところ

でありますが、しっかりそこを見直して、先ほど青野

議員からもお話もありましたとおり、小学生がしっか

りした教育環境で受けられるように、最大限頑張って

まいりたいというふうに思っております。

細部については、担当のほうからご説明申し上げま

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

菅藤議員。

◎６番（菅 藤 昌 己 議員）

私が申し上げたのは、指示書なり、協議書がどの程

度までのこの決裁権があったと、決裁して、きちんと

決裁もらったかどうかということなんです。教育長は、

その予算の執行権、これですけれども、やはりいろん

な議論があるところなんですけれども、その決裁権、

最終的な決裁権は市長なんです。ですから、それをき

ちんと捉えて、市長までちゃんと決裁をもらって、こ

の40％ほどの、9,000万円ほどの土を買うと。それが

担当者レベルまたは教育委員会、教育の中でのあれで、

この決裁がなされたということであれば、やはりちょ

っとおかしいなというふうに、本来の執行権は市長で

すから、市長がこの変更でも何でもやるのが本来でな

いかと思ってるんです。

もう１点ですけれども、この議会の議決に付すべき

契約に関する条例、これありますよね。これやっぱり

１億5,000万円については書いてあります。ただ、普

通の、普通じゃない、ほかの市町村で見ると、やはり

変更契約、期日の変更等々について、きちんと明示な

っています。あるところでは変更の１割と、ほかあの

具体的な額も書いてあるところがございます。これは

やっぱり速やかに訂正、記入をきちんとするのが筋か

なと思っているところでございます。その中でやはり、

今回の指示書でもってやるやり方、これはやっぱりど

うなのかなと。いろんな形であらためるということは

あるんですけれども、ぜひ変更契約等について、しっ

かり何回か結ぶにしても、きちんとしたルートでやっ

ていただきたいと思いますがいかがですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

先ほどの繰り返しになりますが、私は先ほどから申

し上げるとおり、今回の案件は甚だ私も納得しない部

分があると申し上げているわけであって、決してそれ

を野放しにするつもりもございません。私に権限があ

ることは、何度でも申し上げている次第であります。

私が決裁権者です。決して私は教育長に丸投げしてい

るつもりもありません。したがいまして、慣例でやっ

ているという部分が、仮にそういうことで、そういう

ことを重視してやられたというんであれば、しっかり

この際見直しをし、そういうことが果たして、それは

よろしくないということに前提に立ってですね、見直

しをしていくというふうに考えております。したがい

まして、あとは契約条項の変更額、変更の内容とか、

そういうものもあらためてですね、皆さん方のお知恵

もお借りしながら、直せる部分については見直しをし

ていきたいというふうに思っているところであります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

菅藤議員。

◎６番（菅 藤 昌 己 議員）

よろしくお願いします。先ほど流用土の土質検査結

果について、ちょっと見させてもらったんですけれど

も、この中身について、やはりいろんな形で明示なっ

ていますけれども、検査した日付、いろんなあります

けれども、これについてもぜひ分かる範囲内で教えて

いただきたいなと思うんですけれども、やはりこの盛

土の、国ではストックなっているものが、既にあって

いるものだというところで理解しているんですけれど

も、個人的には今年の工事で取れるものの土砂だと思

ったんです。ところが、既に去年の段階からストック

なっていて、あったというところでお話聞いたもんで

すけれども、検査するチャンスはいろんな面であった

というふうに理解してますけれど、その点いかがでし

ょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

盛土に関しましては、やはり国土交通省のほうでス

トックしておるというふうなところが現状でございま

す。その件に関しまして、私どもも、やはりそれが使

えれば大変工事費が削減できるというふうなことを考

え、現地に赴きまして、担当者のほうでも見させても

らったところでございます。またその検査に関しまし

て、報告書をいただいた時には、いつ検査したのかと
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いうふうなことはなかったというふうなことでござい

ますので、どのように検査するかについては、結果は

いただきましたが、そこは分からなかったというとこ

ろでございます。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ほかに、ございませんか。髙橋議員。

◎８番（髙 橋 隆 雄 議員）

同じような質問になるかもしれませんが、まず１点

は、細かな点については、やっぱり担当の室長が答え

るべきだというふうに、先ほど来から思っているとこ

ろです。

１つ、その国土交通省からの試験データをいただい

ているということでありました。先だってその試験報

告、ぶ厚い試験報告ですけれども、見させていただい

た中では、令和３年という黒板表記の中で撮影された

ものがありました。ということは、流用土として使え

るという段階で、この試験結果というのが分かってい

たのではないかということが言えるかと思います。こ

れについては、室長、どうですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

統合小学校建設室長。

◎統合小学校建設室長（岸 栄 樹 君）

それでは試験の内容について、ちょっとご答弁をさ

せていただきたいと思います。やはり冬の間のお話で

ありましたので、４月になりまして、国土交通省さん

と膝を交えてお話をさせていただいたところでありま

すけれども、流用土につきましては３ヵ所に分散して

堆積されているということもありまして、現場を確認

しながら、その試験結果もいただきながら、現場で土

の状態も目視で確認をしながら決定してまいりたいと

いうことで、４月15日の時点で、試験結果の公表につ

いてもお願いしてきたところであります。その結果に

つきましては、６月に入りまして現地の確認をした際

に、土質検査の結果の資料を受け取ったのが６月の28

日でございます。先ほど来、試験の検査日というか、

検査機関については、いただいた資料に明記ありまし

たので、令和４年から５年にかけて、それぞれ堆積さ

れている土を検査をした結果について、６月の28日付

でいただいたということで、その前段でいただけるも

のと思っておりましたけれども、現地の確認と合わせ

ての確認をさせていただいたところでありました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

髙橋議員。

◎８番（髙 橋 隆 雄 議員）

流用土として提供を受ける前に、国土交通省のほう

でも、その試験結果を把握していたということの中で、

流用土としてこちらに提供するというのも、いかがな

ものかというふうに思わざるを得ないというふうに私

は考えます。

それともう１点は、これまで慣例として協議書、指

示書の中で行われてきたと。５割近い変更を、先ほど

菅藤議員が仰られたように、変更できるものなのかと。

実行できるものなのかと。これまでそういったことが

あったのかどうか。財政課長どうでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

お答えいたします。変更契約の際の限度額の割合に

ついてということかと思いますけれども、建設工事請

負契約の約款を初めですね、いろいろ再度確認してみ

たんですけれども、そういった限度についての規定と

いうのはございません。ただ補助事業を実施するにあ

たって、軽微な変更と位置付けられております３割以

内、これを１つの基準とはしております。しかしなが

ら国土交通省のガイドラインでですね、３割を超える

からといって、設計図書の変更を拒む、あるいは請負

契約、金額の増額、工期の延長を認めないということ

はあってはならないというようなことが示されており

ますので、適正な設計図書の変更に基づき契約を変更

しているというようなことでございます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

髙橋議員。

◎８番（髙 橋 隆 雄 議員）

今ご答弁いただきましたことは、だいたい理解でき

るんですが、もう１つは、これまでも大規模工事あっ

たかと思われます。その中で、こういった指示書、先

ほども言いましたけれども、５割、５割に近い変更金

額になるものが、こういった形でやってきたのかどう

か。過去にやってきたのかどうかお伺いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

大規模事業の場合は、基本的にはあの補助事業とか

もですね有効活用しながら、実施しているものがほと

んどかと思います。中には単独事業のものもございま

すが、結論から申しますと、大臣承認が必要なものと

いうのは、今までになかったのではないかなと。今手

元に資料がございませんので、正確にはお答えできな

いんですけれども、そういった大臣承認が不要な範囲

内でやってきたのではないかなというふうに思ってお
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ります。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ほかに、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に、討論に入ります。通告がありますので発言を

許します。土屋範晃議員。

〔４番 土屋範晃 議員 登壇〕

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

議第76号「令和６年度尾花沢市統合小学校建設用地

造成工事請負変更契約について」の議案を承認するこ

とについて、次の４点の理由から反対の立場で討論を

行います。

１つ目の理由であります。先の総務文教常任委員会

において、このたびの変更契約の理由の１つとして、

国土交通省から提供を受けることを想定していた盛土

材約４万立米について、検査の結果、約１万6,000立

米しか使えないことが判明し、不足分の盛土材約２万

4,000立米を購入したいという趣旨の説明がありまし

た。国土交通省が管理する盛土材については、少なく

とも本市の造成工事の実施設計が完了する前の段階で、

国土交通省による土質検査が行われており、本市に提

供することができるおおよその数量が把握されている

ものと考えられます。このことから、当初は使えると

されていた盛土材が、施工前に突如半数以上使えない

ものとなった。あるいは、設計時点で初めから使えな

いことが分かっていた盛土材を、使えるものとして積

算し、あらかじめ増嵩することが分かっていたという

ことになり、いずれの場合においても、不自然な事態

が発生していることになるため、事実確認が必要であ

ると考えられます。

２つ目の理由であります。変更契約によって延長さ

れる工期については、12月20日までとなっております。

本件の議案を審査することに際し、短期間による大量

の盛土材の調達や運搬、施工のスケジュールが現実的

に可能であるかどうかという点を調査する目的で、県

内の採石事業者に対し聞いたところ、盛土材があった

としても、運搬に必要な約3,500台相当のダンプの手

配が必要であり、現実的に不可能であるとの見解が示

されております。

３点目の理由であります。本件議案の提出が今の時

期になった理由として、先の総務文教常任委員会にお

いて、盛土の数量の確定に時間がかかったという趣旨

の説明がありました。県内の採石事業者とのお話の中

で、尾花沢市の小学校建設に伴う造成工事の盛土材と

して、８月から10月の３ヵ月にわたり、毎月トラック

を手配して、約２万4,000立米を現場に納品済みとお

聞きしました。このことから、８月の時点で、国土交

通省からの提供数量と、購入しなければならない盛土

の数量が確定していたことになることに加え、今回の

変更契約に必要な行政手続きである、議会の承認を得

る３ヵ月以上前から、独断で施工業者による盛土材の

購入や運搬、敷き均しがなされ、現在は既に完了して

いる可能性があります。

４点目の理由であります。今回の議案がこのまま承

認され工事が完了した場合には、先に述べた時系列な

ど、先の常任委員会における当局の説明と食い違う点、

さまざまな点を残したままとなります。本件の事業の

財源には、地方債の充当が予定されており、のちの地

方債検査や会計検査などにおいて、先に述べた点が指

摘事項となることが十分考えられます。仮に当局の説

明と実態に誤りがあれば、ペナルティ付きの地方債の

返還や今後の尾花沢市に対する地方債協議の厳格化、

信用を失うことによる金融機関からの借り入れの制限

など、尾花沢市の将来の財政運営に大きな損失をもた

らす可能性があります。

以上の点から、本案件には不自然な点や、つじつま

が合わない点が複数あり、あらためて当局から施工業

者等への事実確認を行っていただくことが望ましいと

考えます。本件議案について皆様がともに反対してい

ただくことで、当局による確認が行われ、誰もが納得

のいく形で事業遂行がされるよう、私の反対討論とさ

せていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論

があれば、発言を許します。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で討論を終結いたします。これより、議第76号

を起立により採決いたします。

本案を原案のとおり決するに、賛成の議員の起立を

求めます。

〔起立なし〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

起立なしであります。よって、議第76号は、否決さ

れました。

次に、日程第19、議会案第３号「国民の尊厳を守る

ために早急に日米地位協定の抜本的改定を求める意見

書の提出について」を議題といたします。
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これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

質疑もないようでありますので、終結いたします。

次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。

これより、議会案第３号を採決いたします。本案を

原案のとおり決するに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、議会案第３号は、

原案のとおり決しました。

重ねて、お諮りいたします。ただ今議決されました

意見書の提出については、提出先及び字句の整理等に

ついては、議長に、ご一任願いたいと思います。これ

に、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

ご異議なしと認めます。よって、意見書の提出先及

び字句の整理等につきましては、議長に一任すること

に決しました。

以上で、今定例会に付議されました議案の審議につ

いては、全部終了いたしました。慎重なるご審議、誠

にありがとうございました。この際、市長より発言の

申し出がありますので、これを許します。市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

12月定例会の閉会に際しまして、一言ご挨拶申し上

げます。

議員の皆様には、去る11月29日から12日間にわたり、

慎重にご審議を賜り、誠にありがとうございました。

審議を通して賜りましたご意見を十分尊重し、今後の

市政運営に努めてまいります。

12月も２週目に入り、これから本格的な降雪期を迎

えますが、21日の土曜日には花笠高原スキー場のスキ

ー場開きが行われます。安全な施設運営のもと、今シ

ーズンも多くの来場者で賑わうことを祈りたいと思い

ます。

結びに、議員の皆様方には、本年一年間、市民の代

表としての重責を全うされ、本市の発展と市民福祉向

上のために、絶大なるご尽力を賜りましたことに対し、

深く敬意を表するとともに、心から御礼を申し上げま

す。

寒さも本格的になってまいりました。皆様におかれ

ましては、くれぐれもご自愛いただき、希望に満ちた

新春をお迎えくださいますようご祈念申し上げ、挨拶

といたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、令和６年12月定例会を閉会いたします。大

変ご苦労様でございました。

閉 会 午前11時29分
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